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○奈義町高等学校等就学支援金支給条例 

平成24年３月８日 

条例第３号 

改正 平成26年３月５日条例第４号 

平成28年３月10日条例第15号 

令和２年３月５日条例第13号 

令和５年３月７日条例第４号 

奈義町高等学校等就学支援金支給条例（平成19年条例第21号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、奈義町の子育て支援の一環として、高等学校等の就学に要する

学費及び通学費等を助成することを目的に、高等学校等就学支援金（以下「就学支

援金」という。）を支給するものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 生徒 満18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

(２) 高等学校等 高等学校、高等専門学校及び特別支援学校の高等部、その他町

長が認めるものをいう。 

（支給要件） 

第３条 就学支援金は、奈義町に住所を有し、かつ、現に町内に居住する者であって、

高等学校等に就学する生徒を養育する者に支給する。 

２ 就学支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）又はその世帯

員に町税等の未納がある場合は、就学支援金を支給しないことができる。 

（就学支援金の額） 

第４条 就学支援金は、生徒１人当たり年額24万円とする。 

（支給時期及び支給期間） 

第５条 就学支援金は、毎年度支給し、３年を限度とする。なお、支給方法について

は、別に規則で定めるものとする。 

（申請） 

第６条 申請者は、別に規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。 

（支給の決定） 

第７条 町長は、前条の申請により支給の可否を決定したときは、申請者にその旨を

通知するものとする。 

（効果の検証） 

第８条 この条例の効果については、３年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討

するものとする。 
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（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月５日条例第４号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月10日条例第15号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月５日条例第13号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月７日条例第４号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


